
平成26年10月改正版
業務の目的と範囲等の確定に係る確認書（記載例）

③鑑定以外(共通)･調査範囲等条件有・利害有

1 価格等調査の種類等
① 価格等調査の種類：
② 不動産鑑定評価基準に則らない理由：

(詳細)

(詳細)

(詳細)

(詳細)

(詳細)

(注)

2 依頼目的、利用者の範囲等
（予定や未定の場合を含む。この場合、可能性があれば属性等を記載。）
① 依頼目的：
② 依頼の背景：

③ 依頼者：
④ 依頼者代理人： (※)依頼者の代理人からの依頼の場合

⑤ 成果報告書の提出の有無： 無 有 （提 出 先）

⑥ 調査価格等の開示の有無： 無 有 （開 示 先）

⑦ 調査価格等の公表の有無： 無 有 （公表方法）

(注)

△△株式会社（取引の相手先）

（1 ②ｂ又はｄを理由とする場合、公表有のときは、成果報告書のうち公表される部分）

不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査

　本確認書は、国土交通省が定めた「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の
目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン」に基づき、業務の目的と範囲
等に関して下記のとおり確定し、契約の締結までに交付するものです。
　なお、契約の締結後に当該文書に記載された事項に変更があった場合には、成果報告書の交付まで
に、変更を明記した文書を再交付します。

記

取引の相手先から不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査とすることの承諾を得ているため

本調査は、不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査であり、下記３又は４のとおり、不動産鑑定
評価基準に則った鑑定評価との相違があるため、本調査による結果と不動産鑑定評価基準に則った
鑑定評価を行った場合の結果は、異なる可能性があります。

確○第○○○○号
平成○年○月○日

○○株式会社　様

業務の目的と範囲等の確定に係る確認書

（株）○○不動産鑑定事務所
代表取締役　○○　○○

印

業務終了後に、上記の内容を変更して公表・開示・提出する場合や提出先・開示先が広がる場合に
は、不動産鑑定業者及び作成担当不動産鑑定士の承諾が必要であるため、あらかじめ当社宛文書等
にてご照会願います。

売買の参考

保有不動産の売却に伴う取引の相手先との交渉の参考として価格等調査が必要と
なったため

－

（1 ②ｂ又はｄを理由とする場合、開示先有のときは、成果報告書のうち開示先へ開示される部分）

ａ 成果報告書すべて

ｂ 調査価格等及び不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価との主な相違点（3 ⑥・4 ⑤）及び当該相違の合理的な理由を含む部分

ｂ 調査価格等及び不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価との主な相違点（3 ⑥・4 ⑤）及び当該相違の合理的な理由を含む部分

ａ 内部における使用にとどまるため

ｂ 利用者の判断に大きな影響を及ぼさないため（公表・開示・提出される場合）

ｃ 開示・提出先の承諾が得られているため（但し、公表されない場合に限る）

ｄ 不動産鑑定評価基準に則ることができないため

ｅ 依頼目的、利用者の範囲等を勘案して不動産鑑定評価基準に則らないことに合理的な理由があるため

ａ 成果報告書すべて

○○株式会社
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平成26年10月改正版
業務の目的と範囲等の確定に係る確認書（記載例）

③鑑定以外(共通)･調査範囲等条件有・利害有

3 価格等調査の基本的事項
① 対象不動産：

㎡

㎡

② 類型等：

③ 価格等調査の条件

【調査範囲等条件に関する事項】
a 対象となる価格形成要因：
ｂ 調査の範囲：
ｃ 価格等調査上の取扱い：

　 (注)

④ 価格等調査の時点： （価格等調査の基準日）

⑤ 価格等を求める方法:

⑥ 不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価との主な相違点：

無 有

無 有

無 有

無 有

無 有

数　量

別紙対象不動産一覧参照

権利 所在及び地番、家屋番号等 地目、建物の構造・用途

別紙対象不動産一覧参照

土地

建物

項　　目 相違の有無 主　な　相　違　点

・対象不動産の現実の利用状況を所与とした価格等調査

下記の内容の条件を設定する。

「法令上の規制の有無及びその内容の調査」とは、「不動産鑑定評価基準に関する実務指針
（公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会）」に定める「対象不動産に係る土壌汚染対策
法及び関連条例による指定の有無や文化財保護法による指定の状況、ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び関連条例によるＰＣＢに関する届け出等」
に関する調査をいいます。

対象確定条件：

想定上の条件：

調査範囲等条件：

対象確定条件

想定上の条件

価格等調査の時点

調査範囲等条件

価格等を求める方法
又は価格等の種類

不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査であるため、不動産鑑
定評価基準で定める価格等の種類は表示しない。

法令上の規制の有無及びその内容の調査のみを行う

価格形成要因から除外して価格等調査を行う

土壌汚染及びアスベストの使用の有無及びその状態

平成○年○月○日

対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した複数の鑑定評価の手法のう
ち、適用可能な鑑定評価の手法は全て適用する。

不動産鑑定評価基準に定める条件設定の要件を満たさない調査範
囲等条件を設定する。
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業務の目的と範囲等の確定に係る確認書（記載例）

③鑑定以外(共通)･調査範囲等条件有・利害有

4 価格等調査の手順
① 調査スケジュール（予定）

別途提出する処理計画を参照

右記

② 実地調査の有無及びその方法
ａ 実地調査の有無： 有 無

ｂ 実地調査の範囲：

ｃ 立会いの有無： 有 無（立会人）

ｄ その他特記事項：

③ 資料の収集及び整理の方法

④ 適用する価格等調査の手法

⑤ 不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価との主な相違点

無 有

無 有

無 有

無 有

無 有

無 有

敷地内及び境界部分並びに建物の内覧を行う。

○○課担当者様

納品： 平成○年○月○日

対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した複数の鑑定評価の手法のうち、適用可能な鑑定評価
の手法は全て適用する。

項　　目 相違の有無 主　な　相　違　点

ご提示資料及び独自調査によって資料の収集及び整理を行う。

現地調査： 平成○年○月○日 中間報告： 平成○年○月○日

資料の検討及び価格
形成要因の分析

適用する価格等調査
の手法

対象不動産の確認

資料の収集及び整理

試算価格等の調整及
び調査価格等の決定

成果報告書への記載
事項

上記「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価との主な相違点」に
係る事項について、成果報告書への記載が異なる。また、市場分
析に係る事項については成果報告書に記載しない。
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③鑑定以外(共通)･調査範囲等条件有・利害有

5 利害関係等
　【対象不動産に関する利害関係等】

①

無 有 (内容)

　【依頼者と不動産鑑定士及び不動産鑑定業者との間の関係】
②

無 有 (内容)

③

無 有 (内容)

④

無 有 (内容)

　【開示・提出先と不動産鑑定士及び不動産鑑定業者との間の関係】
⑤

無 有 (内容)

⑥

無 有 (内容)

⑦

無 有 (内容)

（⑧は証券化対象不動産の場合のみ）
　【依頼者の証券化関係者との関係】

⑧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ａ 依頼者が証券化関係者のいずれであるかの別：

ｂ 依頼者と証券化関係者との資本関係の有無：
無 有 (内容)

ｃ 依頼者と証券化関係者との取引関係の有無：
無 有 (内容)

ｄ その他依頼者と証券化関係者との特別な利害関係の有無：
無 有 (内容)

以　　上

当社は対象不動産の一部を賃借している。

資本的関係の有無（不動産鑑定業者が依頼者の関連会社又は依頼者が不動産鑑定業者の関連会社であ
る。若しくは関与する不動産鑑定士が依頼者の議決権の20％以上を保有している。）：

当社は貴社から○％の出資を受けている関連会社である。

人的関係の有無（不動産鑑定業者又は不動産鑑定業者を代表する者が依頼者又は依頼者を代表する者
である。若しくは関与する不動産鑑定士が依頼者又は依頼者を代表する者である。）：

関与する不動産鑑定士及び不動産鑑定業者の対象不動産に関する利害関係又は対象不動産に関し利害
関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無：

確定担当不動産鑑定士： ○○部○○課　○○　○○

確認した日： 平成○年○月○日

確認を行った相手方： ○○部○○課　○○　○○様

取引関係の有無（不動産鑑定業者の負債の過半が依頼者からの借入である。若しくは依頼者との取引
が不動産鑑定業者の鑑定評価等業務受託額の過半を超える。）：

当社は貴社から平成○年度末総借入に対して○％の融資を受けている。

資本的関係の有無（不動産鑑定業者が開示・提出先の関連会社又は開示・提出先が不動産鑑定業者の
関連会社である。若しくは関与する不動産鑑定士が開示・提出先の議決権の20％以上を保有してい
る。）：

人的関係の有無（不動産鑑定業者又は不動産鑑定業者を代表する者が開示・提出先又は開示・提出先
を代表する者である。若しくは関与する不動産鑑定士が開示・提出先又は開示・提出先を代表する者
である。）：

取引関係の有無（不動産鑑定業者の負債の過半が開示・提出先からの借入である。若しくは開示・提
出先との取引が不動産鑑定業者の鑑定評価等業務受託額の過半を超える。）：

　上記の内容を確定し、次のとおり確認しました。なお、上記記載内容に疑義が有
る場合には、当社まで可及的速やかに申し出を行ってください。

依頼者が証券化関係者のいずれであるかの別並びに依頼者と証券化関係者との資本関係、取引関係そ
の他特別な利害関係の有無：
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